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○ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ）                    （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

目 次 目 次 

第 一 章 （ 略 ） 第 一 章 （ 同 上 ） 

第 二 章 （ 略 ） 第 二 章 （ 同 上 ） 

 第 一 節 ～ 第 二 節 （ 略 ）  第 一 節 ～ 第 二 節 （ 同 上 ） 

第 二 節 の 二  免 許 の 承 継 の 手 続 （ 第 二 十 条 の 二 ― 第 二 十 条 の 三

の 三 ） 

第 二 節 の 二  免 許 の 承 継 の 手 続 （ 第 二 十 条 の 二 ― 第 二 十 条 の 三

の 二 ） 

第 二 節 の 三 ・ 第 三 節 （ 略 ） 第 二 節 の 三 ・ 第 三 節 （ 同 上 ） 

第 三 章 ～ 第 八 章 （ 略 ） 第 三 章 ～ 第 八 章 （ 同 上 ） 

  

（ 免 許 の 単 位 ） （ 免 許 の 単 位 ） 

第 二 条  無 線 局 の 免 許 の 申 請 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局 の 種 別 に 従 い 、

送 信 設 備 の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 の う ち 、 人 工 衛 星 局 に つ い

て は 人 工 衛 星 、 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 、 航 空 機 局 、 無 線 航 行 移

動 局 、 人 工 衛 星 局 、 船 舶 地 球 局 及 び 航 空 機 地 球 局 以 外 の も の に つ

い て は 送 信 装 置 と す る 。 ） ご と に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 二 条 （ 同 上 ） 

一 （ 略 ） 一 （ 同 上 ） 

一 の 二 地 上 一 般 放 送 局  

二 ～ 十 （ 略 ） 二 ～ 十 （ 同 上 ） 

２ ～ ９ （ 略 ） ２ ～ ９ （ 同 上 ） 

  

（ 添 附 書 類 等 ） （ 添 附 書 類 等 ） 

第 四 条 （ 略 ） 第 四 条 （ 同 上 ） 
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２ 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計 書 の 様 式 は 、 次 の 表 に 掲 げ る と お り

と す る 。 

２ （ 同 上 ） 
区 分 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計

書 の 様 式 

無 線 局 事 項

書 の 様 式 

工 事 設 計 書

の 様 式 

一 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

二 地 上 一 般 放 送 局 、 非 常 局 、 気

象 援 助 局 、 標 準 周 波 数 局 、 特 別

業 務 の 局 、 海 岸 局 、 基 地 局 、 携

帯 基 地 局 、 無 線 呼 出 局 、 陸 上 移

動 中 継 局 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 特

定 実 験 試 験 局 及 び 実 験 試 験 局 

別 表 第 二 号

第 ２ 

別 表 第 二 号

の 二 第 ２ 

三 ～ 十 五 （ 略 ） ( 略) ( 略) 
 

区 分 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計

書 の 様 式 

無 線 局 事 項

書 の 様 式 

工 事 設 計 書

の 様 式 

一 （ 同 上 ） （ 同 上 ） （ 同 上 ） 

二 非 常 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周

波 数 局 、 特 別 業 務 の 局 、 海 岸 局

、 基 地 局 、 携 帯 基 地 局 、 無 線 呼

出 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 、 陸 上 局

、 移 動 局 、 特 定 実 験 試 験 局 及 び

実 験 試 験 局 

（ 同 上 ） （ 同 上 ） 

三 ～ 十 五 （ 同 上 ） ( 同 上) ( 同 上) 
 

  

（ 添 付 書 類 の 写 し の 提 出 部 数 等 ）  （ 添 付 書 類 の 写 し の 提 出 部 数 等 ）  

第 八 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 無 線 局 の 免 許 の 申 請 を し よ う と す る

者 は 、 免 許 の 申 請 書 及 び 添 付 書 類 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分

に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 通 数 の 書 類 を 添 え て 総 務 大

臣 又 は 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。

） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局

長 が 写 し の 提 出 部 数 を 減 じ 、 又 は そ の 提 出 を 要 し な い こ と と し た

と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 八 条 （ 同 上 ） 

区 分 書 類 

一 基 幹 放 送 局 、 地 上 一 般 放 送 局 、 標 準 周 波 数 局 、 特 無 線 局 事

区 分 書 類 

一 基 幹 放 送 局 、 標 準 周 波 数 局 、 特 別 業 務 の 局 、 固 定 （ 同 上 ） 
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別 業 務 の 局 、 固 定 局 、 海 岸 局 、 航 空 局 、 無 線 呼 出 局

、 陸 上 移 動 中 継 局 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 標 識 局 、

無 線 航 行 陸 上 局 、 無 線 標 定 陸 上 局 、 無 線 測 位 局 、 特

定 実 験 試 験 局 、 実 験 試 験 局 、 人 工 衛 星 局 、 宇 宙 局 、

海 岸 地 球 局 、 航 空 地 球 局 、 携 帯 基 地 地 球 局 、 船 舶 地

球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 地 球 局 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工

衛 星 に 開 設 す る ア マ チ ュ ア 局 及 び 人 工 衛 星 に 開 設 す

る ア マ チ ュ ア 局 の 無 線 設 備 を 遠 隔 操 作 す る ア マ チ ュ

ア 局 （ 以 下 「 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 」 と い う 。

） に 限 る 。 ） 及 び 気 象 援 助 局 

項 書 及 び

工 事 設 計

書 の 写 し

二 通 

二 （ 略 ） （ 略 ） 
 

局 、 海 岸 局 、 航 空 局 、 無 線 呼 出 局 、 陸 上 移 動 中 継 局

、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 標 識 局 、 無 線 航 行 陸 上 局 、

無 線 標 定 陸 上 局 、 無 線 測 位 局 、 特 定 実 験 試 験 局 、 実

験 試 験 局 、 人 工 衛 星 局 、 宇 宙 局 、 海 岸 地 球 局 、 航 空

地 球 局 、 携 帯 基 地 地 球 局 、 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球

局 、 地 球 局 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 に 開 設 す る ア

マ チ ュ ア 局 及 び 人 工 衛 星 に 開 設 す る ア マ チ ュ ア 局 の

無 線 設 備 を 遠 隔 操 作 す る ア マ チ ュ ア 局 （ 以 下 「 人 工

衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 」 と い う 。 ） に 限 る 。 ） 及 び

気 象 援 助 局 

二 （ 同 上 ） （ 同 上 ） 
 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

  

（ 空 中 線 電 力 の 指 定 ） （ 空 中 線 電 力 の 指 定 ） 

第 十 条 の 三  法 第 八 条 第 一 項 第 四 号 の 空 中 線 電 力 の 指 定 は 、 次 の 表

の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り

行 う も の と す る 。 

第 十 条 の 三 （ 同 上 ） 

区 分 空 中 線 電 力 

一 ～ 六 （ 略 ） （ 略 ） 

七 地 上 一 般 放 送 局 及 び

特 定 実 験 試 験 局 

当 該 無 線 局 が 送 信 に 際 し て 使 用 で き る

最 大 の 値 の 空 中 線 電 力 （ 実 効 輻 射 電 力

又 は 等 価 等 方 輻 射 電 力 を 併 せ て 指 定 す

る 。 ） 

八 （ 略 ） （ 略 ） 
 

区 分 空 中 線 電 力 

一 ～ 六 （ 同 上 ） （ 同 上 ） 

七 特 定 実 験 試 験 局 

 

（ 同 上 ） 

 

 

 

八 （ 同 上 ） （ 同 上 ） 
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（ 再 免 許 の 申 請 ） （ 再 免 許 の 申 請 ） 
第 十 六 条  再 免 許 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 再 免 許 申 請 書 に 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 え て 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に

提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 十 六 条 （ 同 上 ） 

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 同 上 ） 

六 将 来 の 業 務 計 画 等 （ 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 （ 電 気 通 信 事 業 法 

（ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 六 号 の 電 気 通 信 業 務

並 び に 同 法 第 百 六 十 四 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 電 気 通 信 事

業 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る 無 線 局 （ エ リ ア 放 送 （ 放 送

法 施 行 規 則 第 百 四 十 二 条 第 二 号 に 規 定 す る エ リ ア 放 送 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 及 び 陸 上 移 動 中 継 局 （ 専 用 陸 上 移 動 中 継 局 （ 基 地 局 及 び

陸 上 移 動 局 の 免 許 人 が 専 ら 自 ら 使 用 す る た め に 開 設 す る 陸 上 移

動 中 継 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 

六 将 来 の 業 務 計 画 等 （ 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 （ 電 気 通 信 事 業 法 

（ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 六 号 の 電 気 通 信 業 務

並 び に 同 法 第 百 六 十 四 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 電 気 通 信 事

業 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。

） 及 び 陸 上 移 動 中 継 局 （ 専 用 陸 上 移 動 中 継 局 （ 基 地 局 及 び 陸 上

移 動 局 の 免 許 人 が 専 ら 自 ら 使 用 す る た め に 開 設 す る 陸 上 移 動 中

継 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 

七 ～ 十 （ 略 ） 七 ～ 十 （ 同 上 ） 

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 同 上 ） 

  

（ 申 請 の 期 間 ） （ 申 請 の 期 間 ） 

第 十 七 条 再 免 許 の 申 請 は 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ

ア 局 を 除 く 。 ） に あ つ て は 免 許 の 有 効 期 間 満 了 前 一 箇 月 以 上 一 年

を 超 え な い 期 間 、 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る

。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 特 定 実 験 試 験 局 に あ つ て は 免

許 の 有 効 期 間 満 了 前 一 箇 月 以 上 三 箇 月 を 超 え な い 期 間 、 そ の 他 の

無 線 局 に あ つ て は 免 許 の 有 効 期 間 満 了 前 三 箇 月 以 上 六 箇 月 を 超 え

な い 期 間 に お い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 免 許 の 有 効 期

第 十 七 条 再 免 許 の 申 請 は 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ

ア 局 を 除 く 。 ） に あ つ て は 免 許 の 有 効 期 間 満 了 前 一 箇 月 以 上 一 年

を 超 え な い 期 間 、 特 定 実 験 試 験 局 に あ つ て は 免 許 の 有 効 期 間 満 了

前 一 箇 月 以 上 三 箇 月 を 超 え な い 期 間 、 そ の 他 の 無 線 局 に あ つ て は

免 許 の 有 効 期 間 満 了 前 三 箇 月 以 上 六 箇 月 を 超 え な い 期 間 に お い て

行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 免 許 の 有 効 期 間 が 一 年 以 内 で あ

る 無 線 局 に つ い て は 、 そ の 有 効 期 間 満 了 前 一 箇 月 ま で に 行 う こ と
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間 が 一 年 以 内 で あ る 無 線 局 （ 地 上 一 般 放 送 局 を 除 く 。 ） に つ い て

は 、 そ の 有 効 期 間 満 了 前 一 箇 月 ま で に 行 う こ と が で き る 。 

が で き る 。  
２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

  

別表第二号第１ 基幹放送局（衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試

験局を除く。)の無線局事項書の様式（第４条、第12条

関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた

場合は、それによることができる。） 

別表第二号第１ （同上） 

１～６ （略） １～６ （同上） 

注１～26 （略） 注１～26 （同上） 

27 （略） 27 （同上） 

表 （略） 表 （同上） 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （同上） 

(４) 別紙(４)は、次の様式により記載すること。 

 氏名

又は

名称 

総議

決権

に対

する

比率 

(Ａ)が基幹放送事業者

の10分の１を超える議

決権を有する場合、当

該事業者の名称 

備考 

10分の１を超

える議決権を

有する者 

(Ａ) 

 ％   

 うち(Ａ)の

有する議決

 ％   

(４) （同上） 

 氏名

又は

名称 

総議

決権

に対

する

比率 

(Ａ)が基幹放送事業者

の10分の１を超えるの

議決権を有する場合、

当該事業者の名称 

備考 

10分の１を超

える議決権を

有する者 

(Ａ) 

 ％   

 うち(Ａ)の

有する議決

 ％   
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権と計算さ

れる議決権

を有する者 

(Ｂ) 
 

権と計算さ

れる議決権

を有する者 

(Ｂ) 
 

(注１)～(注４) （略） (注１)～(注４) （同上） 

(５)～(18) （略） (５)～(18) （同上） 

28 （略） 28 （同上） 

29 29の欄の記載は、次によること。 29 （同上） 

(1) 都道府県―市区町村コードの欄は、放送区域（下記注

30の(3)のアの(イ)の周波数によるものとする。）が一の

都、道、府又は県の管轄区域の全部に及ぶ場合は都、道、

府又は県を単位に、一の都、道、府又は県の管轄区域の一

部に及ぶ場合は市、区、町又は村を単位に、都道府県コー

ドを記載すること。この場合において、申請に係る基幹放

送局の空中線電力が100ワット未満（ただし、標準テレビ

ジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

第二章に規定するデジタル放送（以下「地上デジタルテレ

ビジョン放送」という。）を行う基幹放送局の場合は10ワ

ット未満。注31において同じ。）であるときは、市、区、

町又は村を単位に記載すること。 

(1) 都道府県―市区町村コードの欄は、放送区域（下記注

26の(3)のアの(イ)の周波数によるものとする。）が一の

都、道、府又は県の管轄区域の全部に及ぶ場合は都、道、

府又は県を単位に、一の都、道、府又は県の管轄区域の一

部に及ぶ場合は市、区、町又は村を単位に、都道府県コー

ドを記載すること。この場合において、申請に係る基幹放

送局の空中線電力が100ワット未満（ただし、標準テレビ

ジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

第二章に規定するデジタル放送（以下「地上デジタルテレ

ビジョン放送」という。）を行う基幹放送局の場合は10ワ

ット未満。注31において同じ。）であるときは、市、区、

町又は村を単位に記載すること。 

(2) （略） (2) （同上） 

30～36 （略） 30～36 （同上） 

  

別表第二号第２ 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波

数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無

別表第二号第２ 非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の

局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移
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線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験

試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無

線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線

測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携

帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、

第12条関係)(実験試験局については、総務大臣がこの様

式に代わるものとして認めた場合は、それによることが

できる。) 

動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験

局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無

線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球

局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び

地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(実験

試験局については、総務大臣がこの様式に代わるものと

して認めた場合は、それによることができる。) 

（略） （同上） 

１～３ （略） １～３ （同上） 

注１～24 （略） 注１～24 （同上） 

  25 24の欄の記載は、次によること。   25 （同上） 

⑴～⑻ （略） ⑴～⑻ （同上） 

⑼ エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、「エリア

放送の業務区域は別添のとおり。」と記載し、エリア放送

の業務区域を記載した地図を添付すること。また、地上基

幹放送（中波放送、短波放送及び超短波放送を除く。）の

受信を目的とする受信設備に混信又は障害を与えないこと

が確認できる書類を添付すること。 

 

⑽ （略） ⑼ （同上） 

26～29 （略） 26～29 （同上） 

  

別表第四号 無線局免許承継申請書の様式（第20条の３の２関係） 別表第四号 無線局免許承継申請書の様式（第20条の３の２関係） 

第１ 申請書 第１ 申請書 

無線局免許承継申請書 無線局免許承継申請書 
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 （略）  （同上） 

記 記 

１～８ （略） １～８ （同上） 

９ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要及び基幹

放送の業務を維持するに足りる技術的能力(別表第二号第１

又は第５基幹放送局の無線局事項書に準ずる。) 

 

10 （略） ９ （同上） 

第２ （略） 第２ （同上） 

  

   附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 省 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 二 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２ 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て は 、 こ の 省 令 に よ

る 改 正 後 の 無 線 局 免 許 手 続 規 則 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。

） の 再 免 許 の 申 請 は 、 当 該 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 有 効 期 間 満 了

前 一 箇 月 以 上 二 箇 月 を 超 え な い 期 間 に お い て 行 わ な け れ ば な ら な

い も の と す る 。 

 

  



